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災害時の緊急車両通行ルートを迅速に確保するために 

～災害対策基本法に基づく日勝峠豪雪時を想定した放置車両移動訓練～ 

 

 

 
 

記 

 

１ 実 施 日  令和元年１０月１６日（水） １３：３０～１４：３０ 

 

２ 実施場所  室蘭開発建設部 日高道路事務所 構内 

        沙流郡日高町松風町２丁目２５１番地４（別紙参照） 

 

３ 参加機関  北海道警察（門別警察署）、日高西部消防組合消防本部、日本自動車連盟（JAF）、        

室蘭開発建設部 

 

４ 訓練の内容 日高地方で大雪及び暴風雪警報が発表され、暴風雪及び局地的な大雪が発生し、 

国道２７４号日勝峠で立ち往生車両が発生したと想定し、以下の実働訓練を実施。 

（１）現地状況の確認と道路啓開の必要性判断 

（２）車両移動前の車両記録と立ち往生車両の移動 

ケース①：日本自動車連盟（JAF）レッカー車による車両移動 

ケース②：維持業者（除雪ドーザ）による車両移動 

（３）警察への引き継ぎと緊急車両の通行（消防車両、パトロール車両） 

 

※悪天候など当日の気象状況によっては、中止や参加機関が変更となる場合があります。 

 

 

 

室蘭開発建設部は、平成２６年１１月の災害対策基本法の改正を踏まえ、大規模地震や豪雪等

の災害発生時に緊急車両の通行ルートを確保することを目的とする放置車両の移動訓練を下記

のとおり行います。 

 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部  

       道路防災推進官 芳川 信之 電話 0143-25-7047（ダイヤルイン） 

広報官     三木 和美 電話 0143-25-7051（ダイヤルイン） 

室蘭開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

令 和 元 年 １ ０ 月 ９ 日 

室蘭開発建設部 広報官 



日高道路事務所 位置図 別紙

実施場所：日高道路事務所
※日高町松風町2丁目251番地4

至 日勝峠、清水町

至 平取町

出典：国土地理院



室蘭開発建設部

災害対策基本法改正の概要

大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保する
ため、 道路管理者による放置車両対策の強化に係る所要の措置を講ずる、 災害対策基
本法の一部を改正する法律が平成２６年１１月２１日に施行されました。

災対法に基づく車両等の移動の流れ

■区間指定の流れ ■車両移動の流れ
災害発生 立ち往生車両等によって緊急車両の通行ルートが確保できない

放置車両・立ち往生車両により、緊急通行車両の
通行ルートが確保できないおそれ

災害対策基本法 （第76条の６） に基づき区間を指定

道路管理者等による車両運転者等への移動命令

○命令に従わない場合
必要に応じて車両移動のお願いをしますが従っていただけない場合

○運転者等不在

車をおいて避難している場合などで運転者が不在の場合

○移動できない

大雪などの状況で身動きがとれない場合

道路管理者による車両等の移動が可能
道路管理者による車両の移動を実施

道路利用者の皆様へのお願い

○暴風雪等の悪天候が予想されるときは、最新の気象情報や道路情報などを事前に十分に確認し、

不要不急の外出は控えていただきますよう、お願いいたします。

○大地震や暴風雪等の災害時に、車両等をおいて避難する際は、できるだけ道路の左側に車間を詰

めて停車し、緊急車両の通行ルート確保にご協力をお願いいたします。

○なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合は、災害対策基本法に基づき、道路管理

者が区間を指定して、放置車両・立ち往生車両等の移動を行う場合があります。

【気象情報や道路情報などはこちらから】

○最新の情報について

立ち往生車両発生の状況 登坂不能車による渋滞状況 除雪車による牽引状況

避難する場合は、車間

を詰めて左側に停車。
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